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第３次中野市総合計画・前期基本計画策定方針 

 

１ 計画策定の趣旨                               

 

 総合計画は、本市の目指すべき将来像に向けて、市民とともに、課題や目的を共有しながら取

り組んでいくための基本的な指針となるものです。 

現在、本市では、令和７年度（2025 年度）を目標年次とする第２次中野市総合計画の基本構

想を実現するため、後期基本計画に基づき各種政策・施策を実施しています。 

しかしながら、人口減少・少子高齢化が進み、地球温暖化等環境の変化に伴い頻発化する自然

災害のほか、通信技術の進化・人工知能（ＡＩ）の進展等により、社会経済環境は今までにない

ほど大きく変化をしています。このような社会経済環境の変化に伴い、市の財政運営は益々厳し

くなると考えられ、限られた資産や財源による市民サービスの維持・向上に向け、あらゆる施策

を実行していく必要があります。 

以上を踏まえた上で、市民が希望を持ち、安心して生活できるように、令和８年度からの新た

な総合計画を策定します。 

 

２ 計画の概要                                 

 

（１）位置付け 

   本計画は、本市におけるまちづくりの最上位に位置づけられる計画です。なお、基本構

想については、議決案件となっています。 

 

（２）計画の構成 

   第３次中野市総合計画は、基本構想、基本計画、実施計画で構成します。 

   それぞれの計画の目的、期間は次のとおりです。 

 

 ① 基本構想 

    長期的な視点に立ち、本市のまちづくりの基本理念や目指すべき都市像、その実現に必

要な施策展開の大綱を定めるもので、令和８年度を初年度に、令和 15 年度を目標年次と

する８か年の構想です。 

 ② 基本計画 

    基本構想を具現化し、必要な施策や課題、基本的な方向を体系的に整理し、具体的な施

策を示すものです。 

前期基本計画は、市長の公約等の反映や、先の見通せる期間とするため、令和８年度～

11 年度までの４か年の計画期間とします。  

  ③ 実施計画 

    基本計画に定められた施策を、計画的・効率的に実施するための具体的な事業計画で、

毎年度の予算編成の指針となるものです。 

計画期間は３か年で、毎年度見直しを行い、計画の実効性を高めます。 

資料３ 
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（３）各計画の構成と計画期間のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【各計画期間一覧】 

 

 

 

３ 策定にあたっての基本的な考え方                              

 

目指すまちづくりを着実に実現するため、次の基本的な考え方により計画づくりを進

めるものとします。 

 

（１）目標を市民と共有することができる、わかりやすい計画 

  計画策定段階での市民参加を積極的に推進し、市民と協働による計画づくりと市民

と行政が目標を共有したまちづくりの実現が図れるように、わかりやすい計画づくり

を進めます。 

 

（２）将来の社会経済環境の変化に対応する、戦略的な計画 

  多様化、複雑化する社会経済環境変化に対し、それぞれの分野ごとに的確に対応で

きる、戦略的な計画づくりを進めます。 

 

（３）財政状況に対応する、効率的で実効性のある計画 

  選択と集中による特色あるまちづくりを目指すため、財政状況に対応した施策の 

重点化を図り、効率的で実効性のある「メリハリのある計画」づくりを進めます。 

 

年度
（西暦）

③実施計画

市長任期

①基本構想
第3次基本構想（８年間）

次期策定

②基本計画
前期（4年間） 後期（4年間）

次期策定 次期策定

R14 R15
（2026） （2027） （2028） （2029） （2030） （2031） （2032） （2033）

R8 R9 R10 R11 R12 R13

毎年ローリング（3年間）

基本構想 

基本計画 

予 算 実施計画 

個別計画 
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４ 市民参加と策定体制                                  

 

（１）総合計画審議会 

  市民や有識者によって構成する委員会として、市民意識調査結果の分析等の基礎データを

踏まえ、市長の諮問に応じ総合計画（素案）について、市民の視点に立って、集中的な議論を

行い、市長に答申するものとします。 

 

（２）市民参加 

  ① 情報の共有 

   ア．策定過程の公表（審議会委員公募、審議会の公開、議事録公開等） 

   イ．「広報なかの」等に、進捗状況等を掲載 

  ② “市民の声”を幅広く聴取 

    様々な方法を組み合わせて多くの人の意見が聴取できるように機会の充実を図ります。 

   ア．市民意識調査の実施 

   イ．「お出かけ市長室」等の開催 

   ウ．LINE 等 ICTを活用した意見聴取 

  ③ 案の公表・意見募集 

   パブリックコメント等で基本計画の案を公表し、意見・提案を求めます。 

 

（３）市議会 

  議会全員協議会等の機会を通じて状況報告を行うとともに、市民の代表である議会と十分

に意見交換を行い、連携を密にしながら計画策定を行います。 

 

【策定体制イメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

説明・報告 

答申 

諮問 
庁内策定体制 

 

 

事務局：企画財政課 

市民参画 

●市民意識調査 

●お出かけ市長室 

●パブリックコメント 

●LINE 等 ICT を活用した意見聴取 

●その他 

 協働 

各課等 

各部局 

庁内策定委員会 

(副市長、教育長、各部局長) 

（全員協議会） 

議会 
市長 

審議会 

（市長が委嘱） 
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５ 策定スケジュール（予定）                            

 

●令和７年９月 基本構想の策定 

●令和７年 12 月 基本計画の策定 

●令和 8 年 4 月 新総合計画スタート 

 

 

※現時点の予定であり変更する場合があります。 

令和８年度

4～5月 6～７月 8～9月 10～11月 12～1月 2～3月 4～5月 6～７月 8～9月 10～11月 12～1月 2～3月 ４月
★

策定方針
決定

　　　★
　　　素案
　　　策定

　　　★
　　　策定

★
策定方針

決定

　　　★
　　　素案
　　　作成

　　★
　計画
　策定

審議会

 ★
委員
委嘱

★
基本構想

諮問

　　★
基本構想
　 答申

★　　　　　★
　基本計画
諮問 ・ 答申

お出かけ市長室
まちづくり意見交換会

市民アンケート

★
計画
策定

★
計画
策定

　　★
基本構想

提案-議決

　　★
基本計画

報告

実施計画

市議会

項目
令和６年度 令和７年度

基本構想

基本計画
及び総合戦略
（※総合戦略は

重点プロジェクトとして記載）

事
業
内
容

基礎資料の集計・分析

計画（案）を基にした

アクションプランの提案

素案検討 計画

実施

計画

実施

協議・審議

パブコメ

素案検討

パブコメ

協 議


